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知事定例記者会見

日 時 令和７年１０月 27日（月） 13：15～13：３７

場 所 別館２階 記者会見室

（知事）

よろしくお願いします。

私からは今日は報告事項は 1点でございます。

沖縄「静岡の塔」の追悼式の開催についてでございます。先の大戦におきまして、

沖縄および南方諸地域で戦没された本県出身者は約4万人いらっしゃいます。そ

の方々の霊を慰めるため、昭和 41 年 4月、沖縄県糸満市の摩文仁の丘に「静岡

の塔」が建立されました。

以降毎年、沖縄「静岡の塔」で追悼式を開催をしております。本年は 11 月 6日木

曜日に開催をいたし、私も出席をいたします。昨年度は全体で 91人が参列しまし

たが、今年度は約200人が参列することとなっております。特に今年はご遺族の

方で、戦争を知らない世代である戦没者の孫、ひ孫にあたる 31 人が参列の予定

でございます。

戦後生まれが9割となり、戦争体験の継承は、一刻の猶予もありません。80年前、

激戦が繰り広げられた摩文仁の丘に実際に立ち、戦争の悲惨さや平和の大切さを

感じることにより、次の世代へと語り継いでいただくことを期待をしております。

私からは以上でございます。

（幹事社）

ただいまの知事の発言について質問のある社はお願いします。いかがでしょうか。

幹事社からこの点で質問させてください。幹事社毎日新聞です。

20 年ぶりということですが、これ結構間が空いたっていうことに関して、なぜだ

ったのかというのと、あと今回行かれるっていうのは、やはり80年という節目で

あるからというそういう理解でよろしいですか。

（知事）

20年間が空いたことについては、ちょっと私も状況は今この時点でご説明できま

せんけれども、今回80年の節目ということで非常に大がかりにですね、この追悼

式を行うということで、私自身も出席をすることといたしました。浜松市長時代は

ですね、何度かこの追悼式に市長として参加をしておりましたので、大体状況につ

いては、把握しているつもりでございます。
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（幹事社）

他いかがでしょうか？大丈夫でしょうか？はい。

ないようなので、では、幹事社から質問を2点させていただきます。事前通告に従

ってさせていただきます。

1 点目、駿河湾フェリーに関してです。駿河湾フェリーについて県は今後 1年間で

存廃の可否を判断するという表明をされていました。9月の議会においても駿河

湾フェリーの経営安定化への支援を決定されていると。その中でまたですね、故障

が立て続けに発生して、安定的に運営が困難な状況にあると思われます。こうした

状況を鑑みて駿河湾フェリーへの支援の方針の変更などは検討されていないかど

うか教えていただければと思います。

（知事）

はい。これにつきましては故障がですね、発生したところについては大変残念では

ございますけれども、9月の議会で方針を発表したとおりですね、1年間は関係者

ですね、駿河湾フェリー、県、そして関係の3市3町がですね、連携をして、民間企

業なんかのお力もいただきながらですね、全力で収支均衡に向けて努力をすると

いうことでその方針にはですね、変更はございません。

（幹事社）

ありがとうございます。2点目です。高市新内閣が発足しました。度々報道陣への

取材でもお答えいただいてると思いますが、閣僚人事はですね、実際ご覧になら

れて、知事として何か所感があれば教えてください。

（知事）

今回本県ゆかりのですね、方が3人閣僚になられたということで、これは本県にと

っても大変好ましいことではないかなというふうに思います。それと私も長年です

ね、国にもいろいろとご提言申し上げてきました、外国人との共生につきましては

ですね、今回の担当大臣とですね、首相補佐官がですね、設置をされたということ

で、この問題がですね、一定程度進むんじゃないかというふうに期待をしておりま

すし、我々としてもですね、知事会始めですね、いろんな機会をとらまえて、国に提

言をしていきたいというふうに考えております。

（幹事社）

ありがとうございます。ただいまの幹事社質問に関する知事の回答について、質

問がある社があれば教えてください。挙手でお願いします。
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（記者）

静岡新聞と申します。よろしくお願いします。今のお答えのですね、外国人政策の

ことについて伺います。担当大臣が新しく設置されたということで、ご提言も知事

会としてされたかと思うんですが、一方で高市さん、外国人政策に関しましては、

規制強化の方に振れるのではないかっていう少し保守的な色合いが強まるんじゃ

ないかというようなことも指摘されていますけれども、そのあたりはその、提言内

容との整合性といいますか、いかがお受けとめでしょうか。

（知事）

規制の部分がクローズアップされてるので、何か一定のその排外主義的なですね、

空気があるような感じも受けますが、総理の所信表明でも決して排外主義ではな

いということで明言をされておりますし、かえってむしろちゃんと、例えば入れる

人数であるとか、どういう人を入れるかとかいうですね、その方針を明確にしなき

ゃいけないってこともですね、一方で、政府として言ってるところがあるんで、逆に

これは僕はいいことではないかなと。今まで曖昧にしてきた部分ですね、だからや

っぱりちゃんとこういう資格で、こういう要件の外国人ですと、これくらいの数入

れますとですね、明確なまず方針をやっぱり国がちゃんとはっきりと明示すべきで

あると思いますし、逆にだからこそ入れたらですね、今度は国の責任として、日本

にしっかりと定着してもらうような社会統合政策はですね、国の責任でやっていか

なければいけないし、その上で、それは不正就労だとか不正滞在とかですね、ある

いは法に抵触するような行動を起こした外国人に対してはですね、厳しく処してい

くと。これは当たり前のことでございますので、そこのところをですね、はっきりさ

せるという点ではですね、今回かえって今まで曖昧にしてきた部分ですね、明確に

するいい機会ではないかなというふうに私自身は捉えております。

（記者）

ありがとうございました。

（幹事社）

他いかがでしょうか？NHKさんどうぞ。

（記者）

NHK と申します。今の関連してなんですけども、その外国人の受け入れの数をは

っきり明示してもらうのがいいことじゃないかというのは、ある程度上限を設ける

総量規制と言われることに対して、知事としても、これは容認されるというような

お考えですかね。
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（知事）

当然これは国の人口政策とも関わってくることでありますけれども、当然これくら

いの外国人比率にするというですね、基準は私は国として設けていいというふう

に思うんですね。その上でですね、毎年これくらいの人数を入れていくっていうよ

うなね、しっかりと計画を立てた上で受け入れていくということは、我々今まで主

張してきたことと何ら矛盾することではありませんので、むしろ今までそういうと

ころが全く曖昧なままですね、技能実習だとか、ああいういろんな制度のもとにで

すね、なんか基準も方針も曖昧なままに受け入れてきたということがですね、現場

に大きな混乱をもたらしてきたということでありますので、国としてまずしっかり

その辺のですね、方針を出すということは、私は歓迎すべきことだろうと思います。

（記者）

新内閣の関連でまた追加でお伺いしたいんですけども、維新がですね、副首都構

想の実現というのを求めているかと思うんですけども、東京一極集中の是正の観

点からですね、この副首都構想について知事としてどのように評価されますでしょ

うか。

（知事）

私は副首都よりも、むしろ首都機能のですね、分散化の方がいいんではないかな

というふうに思っております。その方がリスク管理上もですね、よろしいんじゃな

いかなというふうに思いますし、その辺はまだ副首都のですね、はっきりとどうい

う中身かは存じ上げておりませんけれども、個人的にはそんな気がいたしておりま

す。

（記者）

今のって具体的に言うと、どういった点で分散の方がいいのかというところとで

すね、その分散に当たってですね、静岡県としてできうる役割だとかですね、どう

いったところが県の構えとしてですね、できうるかというのをお答えいただけます

か。

（知事）

これやっぱり首都機能、一定のところにですね、固定化されるっていうことが、今

まで遷都論でもですね、なかなか進まなかった大きな理由の一つでありまして、坂

茂さん、高名な建築家でございますけども、坂先生、動都というですね、都を動か

すと、一定のローテーションを持ってですね、首都機能を動かしていくということ
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をですね、提唱されてますけども、これも一つ私はですね、一考の価値あるかなと

いうふうに思います。ということであれば、いろんな地域に首都機能が分散をして

いくということになりますので、私はそういうことがいいんではないかなというふ

うに思いますし、私が市長を辞めた直後ぐらいですかね、あの坂先生から提案があ

りまして、国会の議事堂がですね、もう耐震がもう相当ひどいと。実は国会の事務

局自体が耐震診断を密かにやっておりまして、相当手を入れなきゃいけないと。そ

れを国会機能を動かしながらですね、国会を動かしながら工事やっていくと、相当

の期間かかるんで、一定の期間、国会を 1回閉じて、それでちょうど浜松がですね、

関西と関東の中間で、いいだろうということで坂さんから提案がありまして、私も

ちょっと相談に乗ったことがあるんですけれども、そのときにその動都構想という

こともお伺いしまして、これは私はいいアイディアだなというふうに思った次第で

ございます。『動都』という本の中にも、その国会の移転についてはですね、記述さ

れておりまして、ちょっと私のコメントも載っておりますけども、そんなことも含め

て、私は特定の地域に首都機能を固定化するよりも、ある一定のローテーションの

もとにですね、首都機能を動かしていく方がいいんではないかなというふうに思

っております。

（記者）

関連してなんですけど、その上で静岡県としてどういった首都機能があるとよろし

いというふうにお考えになられますか。

（知事）

これはもう国のですね、との関係でございますので、どのということもありません

けれども、静岡県の特性からしてね、やっぱり経済関係の分野の機能が来ていた

だくとですね、さらに産業政策等が加速されるんじゃないかなというふうに思い

ます。

（幹事社）

他ありますか。

（記者）

すいません、日経新聞と申します。よろしくお願いいたします。新閣僚人事に関連し

てお伺いしたいんですけれども、今回の閣僚人事が決まる前から、かねてより高市

新内閣の発足に向けて責任ある積極財政というのを掲げられていたかと思うんで

すけれども、これに関連して例えば交付金を通じたあの、県への、各都道府県の物

価高対策であったりですとか、あるいは知事自身としては先ほど副知事会見もあ
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ったように、県としては財政のスリム化、税金を無駄にしないというような方針を

掲げられていたと思うんですけれども、この新内閣が掲げる積極財政の、あの期

待および受け止め等があれば伺ってもよろしいでしょうか。

（知事）

責任ある積極財政というのはもうちょっと深掘りしていかないとわかりませんけ

れども、責任あるというですね、枕詞がついてる限りはですね、当然財政規律等も

しっかりと踏まえた上でですね、必要なところに必要な投資をしていくというのが

私は本来の積極財政だというふうに思いますので、そこは片山さんも会見でおっ

しゃられてましたけれども、決して財政規律を乱すものではないと。最悪国債を発

行する可能性はある、あるけれども、もう基本的に財政規律を守っていくというこ

とは明言されておりますので、私はそうした規律を踏まえた上でのですね、必要な

ところに必要な投資であるというふうに私自身は理解をしております。

（記者）

ありがとうございます。今お話の出た片山さんであったりですとか、あるいは先ほ

ど本県ゆかりの議員が 3人ということで、城内さんとか牧野さんと思うんですけ

れども、この 3人が閣僚になってから、個人的にでも知事としてでもよろしいんで

すが、ご連絡等はされたりしてたんですか。

（知事）

すいません。まだ特に個人的には連絡は取っておりません。はい。

（記者）

わかりました。ありがとうございました。

（幹事社）

他いかがでしょうか？

いらっしゃらないですかね。ではその他質問のある社、続いてお願いします。

（記者）

テレビ静岡といいます。10月から県政担当しております。よろしくお願いいたしま

す。伊東市議選についてお伺いします。31 日、伊東市議会の臨時会が開かれるこ

とにもなりまして、あの不信任案が提出されて、田久保市長が失職する公算高まっ

てますけれども、そもそもこの個人的な問題から、学歴詐称疑惑から始まった騒動

で市長が解散を選んで、6000万円以上かけて市議選を行ったことについての知
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事としての受け止めを教えてください。

（知事）

これ、田久保さん並びにですね、伊東市の方で選択してきたことでありますので、

私から特にコメントはありませんけれども、やっぱりこの間、やっぱりかなり伊東市

政が混乱をし、停滞したことについてはですね、これはやっぱり大きな問題であろ

うというふうに思っております。もう少しまた別の決断もあったんではないかなと

いうふうに思います。

（記者）

別の決断というのはおそらくやらないという方向性もあったのではないかってい

う。

（知事）

それも選択としてはあったはずでございますので、そこは私どもが言う話ではご

ざいませんので、市長並びに議会の決断だったというふうに認識をしております。

（記者）

改めて追加なんですけれども、その点に関して 31日、もし不信任案が可決された

場合、市長が失職した後もですね、また再び田久保市長が市長選に出るかどうか

っていうのが争点になってますけれども、この点、すべきか否か、発言する内容じ

ゃないかもしれないですが、改めて知事の見解があればお願いします。

（知事）

これは私が申し申し上げることではありません。田久保さんの決断でございますけ

れども、早期に市長選、もし仮にですね、そういう事態になれば、早期に市長選を

実施をし、早く伊東市政がですね、健全化することを望みます。

（記者）

ありがとうございます。最後に静岡市の難波市長もおっしゃってたんですけども、

地方自治法の解散権について少し見直すべきじゃないかという声も上がってます

けれども、知事として何かこの解散権について今後どうあるべきか、もし見解等あ

れば教えてください。

（知事）

これは自治法上認められた権利で、どういう状況下でこれを行使するかというこ
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とにもよりますので、これはなかなかですね、抽象的には見直しっていうふうには

言えるかもしれませんけども、どういうふうに制限をしたりですね、どういうふう

にこれを今後、行使するかということについてはですね、なかなか慎重に検討すべ

きことではないかなというふうに思います。

（記者）

ありがとうございます。最後、一応確認で最初の質問なんですけども、市議選を行

ったことに対する是非として、例えばお金の無駄とか時間の無駄だっていうような

声もありましたけども、そういった考えは知事の中ではないという認識ですか。

（知事）

無駄、無駄でないっていうのは、それは価値判断は難しいと思うんですね。これは

一定の民主主義のルールに基づいて、違法な形ではなくて、一応ルールに基づい

てやられてることでございますので、無駄、無駄でないという価値判断は私の方で

は差し控えたいと思います。

（記者）

ありがとうございました。

（幹事社）

他いかがでしょうか？

（記者）

静岡新聞です。県の財政状況の関係をちょっとお伺いしたいんですけども、先日平

木副知事に会見していただいてですね、来年度当初予算編成に向けて 640億の

財源不足で、県の財政状況、財政危機宣言レベルだというようなお話ありました。

改めて知事が県の財政状況をどのようにお考えになっているかとですね、これま

での財源不足を資金手当債で行ってきて、そういう自転車操業の財政運営がこの

ような状況を招いてると思うんですが、というような御説明でしたけどもどうして

そのようなこと起こったかっていうのは知事の中で何か。

（知事）

これは 1年 2年でですね、こういう状況になったわけではなくて、やっぱり県の場

合、かなり大型の投資をですね、以前より繰り返してきましたし、あるいは県単事

業というのがですね、かなり他県に比べて、多かったわけですね。そういうものを

積み重ねで、やっぱり歳入よりも歳出が上回るという中で、それを補うためにです
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ね、ここ７、８年はですね、資金手当債を発行して、いわゆる自転車操業を繰り返し

てきたとということでございますので、まずはこの出血を止めなきゃいけないと

いうふうに思っております。これ資金手当債ってのは聞こえがいいですけども、赤

字をですね、補填するというものでありまして、県の財政の場合はですね、国と違

って、徴税権も貨幣の発行権もありませんので、この県が単独で発行した赤字って

いうのは、いずれ県が単独で返していかなきゃいけないわけですね。いずれは将

来に対して大きなつけを回すということになります。ですからこの資金手当債の発

行額がどんどん増えれば増えるほど、将来に大きなですね、負担を背負わせると

いうことになりますので、まずはこの資金手当債を発行しなくても財政運営ができ

るようなね、健全な状態をまずは作ると。その上でですね、計画的にやっぱり少し

ずつでも健全財政にもっていくという道筋をつけていかなければいけないという

ふうに思います。これは 1 年 2年でできたものでありませんので、本当に何十年

かかって、こういう状態になってきたんで、健全財政にするのもですね、1 年 2年

でできることではありませんので、やっぱり 10年 20年 30年かけて、計画的に

ですね、やっていかなければいけないんではないかなというふうに思っております。

（記者）

その中で前県政についてですね、のときのことを責任として追及するのだと思い

ますけども、それについて知事のお考えは何かございますか。前県政がですね、行

ってきたことに対して、批判的に捉えている方もいらっしゃいますけども、知事に

ついてその関係ではどのようにお考えですか。

（知事）

前ですか？ああ、はい。この問題ってやっぱり早く手をつければ、早く傷が浅いう

ちに手当できるものでありますので、やっぱり先へ行けば行くほどですね、事態は

深刻になるというものでありますので、もっと早く気がついた時点で、手を打って

欲しかったなというのは率直な、そういう気持ちはございます。はい。

（記者）

ありがとうございます。

（幹事社）

他いかがでしょうか。ちょっと幹事社からもう一つお願いします。

新図書館事業について、今現状では白紙の状態になっているかと思いますが、こ

れまでの県教委のですね、調査報告などで、2025年の 1月に多額の交付金不足

を初めて県として認識をしたということになっていたかと思います。ただですね、
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弊社取材などで少なくともそれよりだいぶ前、若干前、2024 年の前半までには

県の知事部局などで、これ交付金に対する懸念がですね、示されて実際に県教委

の方に質問をされていたということがわかりました。それに対して県教委はですね、

問題ないという回答をしていました。実際にはですね、現状白紙化に追い込まれる

という事態になってしまったわけですが、まず、このときの県教委の対応、あと財

政課がもう少し念押しをすべきではなかったかとか、当時何かできなかったかと

いうことと、今後何か現状でできること、知事が考えられていることがあれば教え

てください。

（知事）

これやっぱりかなり多額のですね、補助金申請をしてたということでありますから、

財政当局が懸念をするのも、それはもう自然なことだろうというふうに思います。

ただなかなかその時点で国の方にですね、確たる回答を求めることができたかど

うかちょっとわかりませんけれども、やはりきちっとそこは詰めるべきではなかっ

たかなというふうに思いますし、私自身も補助金は大丈夫だというふうにも聞か

されておりましたので、そこはこれからですね、しっかり特に大型の事業について

はですね、裏取りをするというか、ちゃんと確証をですね、得ていく作業が必要だ

なと今回の件をですね、一つの反省材料として次に向けてはそうした体制をとっ

ていきたいというふうに思っております。

（幹事社）

そういった引き継ぎを受けたということですが、それはいつ、誰からどういう形式

で引き継ぎをされたでしょうか？

（知事）

ちょっと今この時点で細かいことはっきりと申し上げられませんので、また改めて

質問状の形でいただければですね、それに対してお答えをしたいと思います。

（幹事社）

わかりました。ありがとうございます。他いかがでしょうか？

ないですかね。はい。ないようなので、こちらで記者会見を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

（知事）

どうもありがとうございました。


